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(54)【発明の名称】 生体インピーダンス測定による脱水状態判定装置

(57)【要約】
【課題】  被験者が脱水状態を適切なタイミングで忘れ
ることなく確実かつ正確に検査して、脱水症状を早期に
確実に検出することができるような脱水状態判定装置の
提供。
【解決手段】  被験者の身体に交流電流を印加して生体
電気インピーダンス値を測定するためのインピーダンス
測定手段と、測定された生体電気インピーダンス値に基
づいて被験者の脱水状態を判定するための脱水状態判定
手段と、判定された脱水状態を表示するための判定結果
表示手段と、報知時刻を決定するための報知時刻決定手
段と、決定された報知時刻に被験者に報知するための報
知手段とを備えることを特徴とする脱水状態判定装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被験者の身体に交流電流を印加して生体
電気インピーダンス値を測定するための生体インピーダ
ンス測定手段と、
前記測定された生体電気インピーダンス値に基づいて被
験者の脱水状態を判定するための脱水状態判定手段と、
前記判定された脱水状態を表示するための判定結果表示
手段と、
報知時刻を決定するための報知時刻決定手段と、
前記決定された報知時刻に被験者に報知するための報知
手段とを備えることを特徴とする脱水状態判定装置。
【請求項２】  前記被験者の身体に印加される交流電流
は、単一の周波数の交流電流である請求項１に記載の脱
水状態判定装置。
【請求項３】  前記被験者の身体に印加される交流電流
は、複数の周波数の交流電流である請求項１に記載の脱
水状態判定装置。
【請求項４】  被験者の体温を測定するための体温測定
手段を備え、前記脱水状態判定手段は、前記測定された
体温を考慮して前記測定された生体電気インピーダンス
値に基づいて脱水状態を判定する請求項１から請求項３
のいずれか１項に記載の脱水状態判定装置。
【請求項５】  被験者の年齢を入力するための年齢入力
手段を備え、前記報知時刻決定手段は、前記入力された
年齢に基づいて前記報知時刻を決定する請求項１から請
求項４のいずれか１項に記載の脱水状態判定装置。
【請求項６】  被験者の行動レベルを入力するための行
動レベル入力手段を備え、前記報知時刻決定手段は、前
記入力された行動レベルに基づいて前記報知時刻を決定
する請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の脱水
状態判定装置。
【請求項７】  気温を測定する気温測定手段を備え、前
記報知時刻決定手段は、前記測定された気温に基づいて
前記報知時刻を決定する請求項１から請求項６に記載の
脱水状態判定装置。
【請求項８】  前記気温測定手段は、前記報知時刻が決
定された後、該報知時刻までの間に、少なくとも１回は
気温を再測定し、前記報知時刻決定手段は、前記再測定
された気温に基づいて前記報知時刻を再決定する請求項
１から請求項７のいずれか１項に記載の脱水状態判定装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、生体電気インピー
ダンス値を測定することにより生体の脱水状態を判定す
る脱水状態判定装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】脱水症状は生体中の水分が減少する病態
であり、日常しばしば発現し、特に発汗や体温上昇によ
り多くの水分が体内から体外に排出される運動時や気温
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の高い時に多く発現する症状である。また、特に高齢者
は脱水症状を起こし易いと言われている。一般に、高齢
者になると、水をためる筋肉が減少したり、腎臓機能の
低下により尿量が増大したり、感覚鈍化により口の渇き
に気づきにくくなったり、細胞内で必要とされる水分が
少なくなったりするためである。
【０００３】脱水症状は、放置すると、脱水症状が引き
金となって深刻な症状に進行してしまう。通常、人体中
の水分が体重の３％以上失われた時点で体温調整の障害
が起こると言われており、体温調整の障害は体温の上昇
を引き起こし、体温の上昇は更なる人体中の水分の減少
を引き起こすという悪循環に陥り、遂には熱中症と称さ
れる病態にまで至ってしまう。熱中症には、熱痙攣、熱
疲労、熱射病等の病態があり、時には全身の臓器障害が
起こることもある。
【０００４】従って、脱水症状に早期に対処して、熱中
症に至る危険を未然に回避することが望まれるが、脱水
症状は初期の段階では自覚されないことが多く、自覚に
頼るのみでは脱水症状の早期検出はなかなか困難であ
る。実際、脱水症状が自覚されないままに進行し、枯渇
感や眩暈などの身体の変調に気付いた時には深刻な事態
になっているといった事例が多々発生している。
【０００５】従来、自覚に頼らずに脱水症状を検出する
装置としては、特開平１１－３１８８４５号公報に記載
されている体内水分量推計装置のようなものが知られて
いる。この装置は、生体電気インピーダンス値を測定す
ることにより簡易に被験者の人体中の体水分量を測定す
るものである。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この従
来の装置を用いるとしても、被験者が自発的に体水分量
の測定を行わない限り脱水症状を検出することは不可能
であり、被験者は往々にして体水分量を測定すること自
体を忘れてしまうため、脱水症状が早期に検出されない
ということが往々にして生じてしまう。特に、前述した
ように脱水症状を起こし易いとされる運動時や気温の高
い時、あるいは、高齢者の場合には、本来であれば脱水
症状に対してより多くの注意が払われるべきであるにも
関わらず、反して、運動行為に夢中になってしまう、暑
さや湿気により注意力が散漫になってしまう、老化現象
により感覚が鈍化している等の理由により、体水分量の
測定が忘れられてしまうことが多くなり、脱水症状の早
期検出がより困難になってしまっているのが実情であ
る。
【０００７】また、一般に、体温が上昇すると生体電気
インピーダンス値は下降し、体温が下降すると生体電気
インピーダンス値は上昇するといったように、体水分量
のみならず体温が変動すると生体電気インピーダンス値
も変動することが知られているが、この従来の装置で
は、このように体温の変動により生体電気インピーダン
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ス値が変動することを何ら考慮せずに測定された生体電
気インピーダンス値から体水分量を算出するため、正確
な体水分量を求めることができず、従って脱水症状を正
確に検出することができない。例えば、体水分量が減少
し、体温が上昇している場合には、体水分量の減少によ
り生体電気インピーダンス値は上昇するが、体温の上昇
により生体電気インピーダンス値は下降するため、測定
された生体電気インピーダンス値より算出した体水分量
から脱水状態を判定しても、脱水状態は検出されないと
いうことも起こり得る。
【０００８】従って、本発明の目的は、前述のような事
情に鑑み、被験者が脱水状態を適切なタイミングで忘れ
ることなく確実かつ正確に検査して、脱水症状を早期に
確実に検出することができるような脱水状態判定装置を
提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】本発明の一つの観点によ
れば、被験者の身体に交流電流を印加して生体電気イン
ピーダンス値を測定するための生体インピーダンス測定
手段と、測定された生体電気インピーダンス値に基づい
て被験者の脱水状態を判定するための脱水状態判定手段
と、判定された脱水状態を表示するための判定結果表示
手段と、報知時刻を決定するための報知時刻決定手段
と、決定された報知時刻に被験者に報知するための報知
手段とを備えることを特徴とする脱水状態判定装置が提
供される。
【００１０】本発明の一つの実施の形態によれば、被験
者の身体に印加される交流電流は単一の周波数の交流電
流または複数の周波数の交流電流である。
【００１１】本発明の別の実施の形態によれば、本脱水
状態判定装置は、被験者の体温を測定するための体温測
定手段を備え、脱水状態判定手段は、測定された体温を
考慮して測定された生体電気インピーダンス値に基づい
て脱水状態を判定する。
【００１２】本発明の更に別の実施の形態によれば、本
脱水状態判定装置は、被験者の年齢を入力するための年
齢入力手段を備え、報知時刻決定手段は、入力された年
齢に基づいて報知時刻を決定する。または、本脱水状態
判定装置は、被験者の行動レベルを入力するための行動
レベル入力手段を備え、報知時刻決定手段は、入力され
た行動レベルに基づいて報知時刻を決定する。または、
気温を測定する気温測定手段を備え、報知時刻決定手段
は、測定された気温に基づいて報知時刻を決定する。ま
たは、報知時刻は、年齢、行動レベル、気温の任意の組
み合わせに基づいて決定される。
【００１３】本発明の更に別の実施の形態によれば、気
温測定手段は、報知時刻が決定された後、報知時刻まで
の間に、少なくとも１回は気温を再測定し、報知時刻決
定手段は、再測定された気温に基づいて報知時刻を再決
定する。
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【００１４】
【発明の実施の形態】以下に本発明の好適な実施例を図
面に基づいて説明する。
【００１５】図１は、本発明に係る脱水状態判定装置の
一実施例の構成を示すブロック図である。図１に示すよ
うに、本脱水状態判定装置１は、測定および判定に関す
る制御および演算処理等を行うＣＰＵ、制御および演算
用プログラム、定数等を記憶するＲＯＭ、演算結果や外
部より読み込んだプログラム、パラメータ等を一時的に
記憶するＲＡＭ、他にタイマー、ＩＯポート等を有する
マイクロコンピュータ２を備える。本判定装置１は、更
に、キースイッチ４より入力されたデータや測定状況、
判定結果等を表示する表示部３、本判定装置１に対する
制御命令および測定に必要な被験者の個人パラメータ等
の入力、補助記憶装置６に記憶されている個人パラメー
タ等の選択を行うためのキースイッチ４、外部機器への
判定結果の出力、外部機器からの制御命令およびパラメ
ータの入力等、外部との入出力を行うための外部入出力
インターフェイス５、キースイッチ４より入力された個
人パラメータおよび測定に関するパラメータ等を記憶、
読み出し、更新可能な不揮発性の補助記憶装置６、マイ
クロコンピュータ２から出力された信号を生体印加用信
号に成形するフィルタ回路７、フィルタ回路７から出力
された信号を一定の実効値にする交流電流出力回路８、
交流電流出力回路８の出力の一端子に接続された、被験
者を流れる電流を検出するための基準抵抗９、基準抵抗
９を介して交流電流出力回路８の一出力端子に接続され
た、被験者に測定電流を印加するための測定電流供給電
極１０、交流電流出力回路８の別の出力端子に接続され
た、被験者に測定電流を印加するための測定電流供給電
極１１、基準抵抗９の両端の電位差を検出する差動増幅
器１２、被験者の２点の電位を検出するための電位測定
電極１３、１４、電位測定電極１３、１４に接続され
た、それらの電極間の電位差を検出するための差動増幅
器１５、外気温を測定する温度センサ１６、温度センサ
１６の出力を増幅する増幅器１７、サーミスタ等から構
成される、被験者の体温を測定するための体温センサ１
８、体温センサ１８の出力を増幅する増幅器１９、差動
増幅器１２、１５の出力および増幅器１７、１９の出力
の内のいずれか１つをマイクロコンピュータ２の制御に
より選択出力する切替器２０、切替器２０からの出力で
あるアナログ信号をデジタル信号に変換し、マイクロコ
ンピュータ２へ出力するＡＤ変換器２１、報知時刻を管
理する時計回路２２、報知時刻に音を発生するブザー２
３を備える。
【００１６】図２は、図１に示した脱水状態判定装置の
外観を示す斜視図である。図２に示すように、本装置１
は、ほぼ箱型のハウジング２４を備える。ハウジング２
４の周縁部には、測定電流供給電極１０、１１および電
位測定電極１３、１４が相互に離間して配置されてい
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る。すなわち、ハウジング２４の左側縁後部、右側縁後
部には、測定電流供給電極１０、１１がそれぞれ配置さ
れ、また、ハウジング２４の左側縁前部、右側縁前部に
は、電位測定電極１３、１４がそれぞれ配置されてい
る。また、ハウジング２４の上面には、温度センサ１６
が配置され、ハウジング２４の前面には、表示部３、体
温センサ１８、キースイッチ４が配置されている。キー
スイッチ４は、本判定装置１の電源をオンオフするため
の電源スイッチ４Ａ、個人パラメータとして入力する数
値等を選択するためのＵＰキー４ＢおよびＤＯＷＮキー
４Ｃ、設定モードへの切り替えを行い、ＵＰキー４Ｂお
よびＤＯＷＮキー４Ｃで選択した数値を決定して入力す
るための設定キー４Ｄ、測定開始を指示するための測定
キー４Ｅから成る。
【００１７】次に、本判定装置の動作および判定手順に
ついて説明する。図３は、図１に示した脱水状態判定装
置の動作フローを示すフローチャートであり、図４は、
図１に示した脱水状態判定装置で判定する時の手の配置
を示す斜視図である。
【００１８】被験者が電源スイッチ４Ａを押下すると、
本判定装置１は作動を開始し（ステップ１）、イニシャ
ライズを行い（ステップ２）、イニシャライズを終える
と、待機モードとなり、被験者が設定キー４Ｄまたは測
定キー４Ｅを押下するのを待つ（ステップ３）。被験者
が設定キー４Ｄを押下すると、本判定装置１は設定モー
ドとなり（ステップ４）、被験者がＵＰキー４Ｂ、ＤＯ
ＷＮキー４Ｃ、設定キー４Ｄを用いて被験者の身長、体
重、年齢、性別を個人パラメータとして入力すると、本
判定装置１は、入力された個人パラメータを補助記憶装
置６に記憶する（ステップ５）。
【００１９】そして、本判定装置１は測定モードとな
る。被験者は、図４に示すように、体温センサ１８に右
親指の腹部を接触させ、測定電流供給電極１０、１１に
親指以外の指を接触させ、電位測定電極１３、１４に母
指球を接触させて、本判定装置１を両手で把持し、測定
キー４Ｅを押下する。測定キー４Ｅが押下されると、本
判定装置１は、被験者の生体電気インピーダンス値を測
定する。すなわち、マイクロコンピュータ２内のＲＯＭ
に予め書き込まれている測定制御パラメータに従ってマ
イクロコンピュータ２からフィルタ回路７へ信号が供給
され、フィルタ回路７は供給された信号を生体印加用信
号に成形し、その出力は交流電流出力回路８に供給され
る。交流電流出力回路８は信号を一定の実効値にし、そ
の出力は、その一出力端子に基準抵抗９を介して接続さ
れた、被験者に接触する測定電流供給電極１０、および
その別の出力端子に接続された測定電流供給電極１１よ
り被験者に印加される。被験者に接触する１対の電位測
定電極１３、１４より被験者の２点の電位が検出され、
それらの出力は差動増幅器１５に供給される。差動増幅
器１５は、被験者の２点間の電位差信号を出力する。差
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動増幅器１２は基準抵抗９の電位差信号を出力する。差
動増幅器１２および１５からの電位差信号は、マイクロ
コンピュータ２の制御信号で切替器２０を切り替えるこ
とにより、Ａ／Ｄ変換器２１に供給される。Ａ／Ｄ変換
器２１は、これらの供給されたアナログ信号をデジタル
信号に変換し、その出力はマイクロコンピュータ２に供
給され、マイクロコンピュータ２は供給されたデジタル
信号に基づいて生体電気インピーダンス値を求める。
【００２０】生体電気インピーダンス値の測定が終わる
と、本判定装置１は、続いて、測定した生体電気インピ
ーダンス値と補助記憶装置６に記憶されている被験者の
個人パラメータから、既知の方法で、被験者の体水分量
を求める。また、生体電気インピーダンス値の測定と同
時に、本判定装置１は、被験者に接触する体温センサ１
８で被験者の体温を測定する。すなわち、体温センサ１
８から得られた信号は増幅器１９において増幅され、そ
の出力は、マイクロコンピュータ２の制御信号で切替器
２０を切り替えることにより、Ａ／Ｄ変換器２１に供給
される。Ａ／Ｄ変換器２１は、この供給されたアナログ
信号をデジタル信号に変換し、その出力はマイクロコン
ピュータ２に供給され、マイクロコンピュータ２は供給
されたデジタル信号に基づいて被験者の体温を求める。
本ステップで求められた体水分量は、後述するステップ
で脱水状態を判定するための基準値として用いられるも
のである。従って、本ステップの測定は、被験者の体調
が発熱等なしに正常であり、被験者が寝起きや運動直後
でない通常の生活状態にある時に行われるのが好ましい
（ステップ６）。求められた体水分量および体温は基準
値として補助記憶装置６に記憶される。以下では、この
体水分量を基準体水分量と称し、また、この体温を基準
体温と称する。（ステップ７）。その後、本判定装置１
は再び待機モードとなる（ステップ３）。
【００２１】ステップ４で、被験者が設定キー４Ｄを押
下せず、ステップ８で、測定キー４Ｅも押下しない場合
には、本測定装置１は待機モードを継続する（ステップ
３）。ステップ８で、被験者が測定キー４Ｅを押下する
と、本判定装置１は補助記憶装置６に基準体水分量、基
準体温および個人パラメータが記憶されているかを判断
し（ステップ９）、これらの値が記憶されていない場合
には、設定モードになる（ステップ５）。
【００２２】一方、ステップ９で、これらの値が記憶さ
れている場合には、個人パラメータを表示部３に一定時
間表示し、一定時間経過後に、個人パラメータに代えて
行動レベルの一覧を表示部３に表示する。ここで、行動
レベルとは、例えば運動状態、通常状態、睡眠状態等の
生活状態のことである。被験者は、ＵＰキー４Ｂ、ＤＯ
ＷＮキー４Ｃ、設定キー４Ｄを用いて、表示された行動
レベルの中から、本判定装置１を用いて脱水状態を管理
する期間中の行動レベルを選択して入力する。被験者が
運動状態を行動レベルとして選択すると、本判定装置１
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7
は更にウォーキング、ランニング、サイクリング、ゴル
フ等の運動の種類の一覧を表示部３に表示する。被験者
は、ＵＰキー４Ｂ、ＤＯＷＮキー４Ｃ、設定キー４Ｄを
用いて、表示された運動の種類の中から、本判定装置１
により脱水状態を管理する期間中に行う運動の種類を選
択して入力する。入力された行動レベルは補助記憶装置
６に記憶される（ステップ１０）。
【００２３】次に、本判定装置１は、温度センサ１６で
気温を測定する。すなわち、気温センサ１６から得られ
た信号は増幅器１７において増幅され、その出力は、マ
イクロコンピュータ２の制御信号で切替器２０を切り替
えることにより、Ａ／Ｄ変換器２１に供給される。Ａ／
Ｄ変換器２１は、この供給されたアナログ信号をデジタ
ル信号に変換し、その出力はマイクロコンピュータ２に
供給され、マイクロコンピュータ２は供給されたデジタ
ル信号に基づいて気温を求め、求められた気温はマイク
ロコンピュータ２のＲＡＭに記憶される。以下では、こ
の気温を基準気温と称する（ステップ１１）。
【００２４】続いて、本判定装置１は報知時刻を決定す
る。報知時刻とは、本判定装置１で脱水状態の検査を行
うよう被験者に注意を促すべき時間のことであり、例え
ば、次の検査を行うべき時間丁度であっても良いし、ま
たは、検査の準備時間を確保でき、且つ、被験者が報知
後に検査を忘れてしまうことのないように、次の検査を
行うべき時間丁度よりも幾分早い時間であっても良い。
いずれにしても、報知時刻は、次の検査を行うべき時間
に応じて決定されるのが好ましく、次の検査を行うべき
時間は年齢や行動レベルや気温等の脱水症状を引き起こ
す要因を考慮して決定されるのが好ましい。従って、本
実施例では、報知時刻は、ステップ５で入力された年
齢、ステップ１０で入力された行動レベル、ステップ１
１で求められた気温に基づいて決定され、例えば、高齢
者である場合や、行動レベルの運動強度が高い場合や、
気温が高い場合には、脱水症状が起こり易い状況である
ので、報知時刻は短くされる。このようにして決定され
た報知時刻はＲＡＭに記憶される（ステップ１２）。
【００２５】報知時刻の設定が終わると、本判定装置１
は測定モードになり、ステップ６で説明したように、被
験者による測定キー４Ｅの押下を受けて、生体電気イン
ピーダンス値および体温を測定し、そして、補助記憶装
置６に記憶されている基準体温および所定の補正式を用
いて、体温の測定値に基づいて生体電気インピーダンス
の測定値の補正を行い、基準体温からの体温の変動によ
る生体電気インピーダンス値の変動分を生体電気インピ
ーダンスの測定値から除去する。以下では、この体温の
変動による生体電気インピーダンス値への影響を除去す
るように補正した生体電気インピーダンス値を体温補正
生体電気インピーダンス値と称する。それから、本判定
装置１は、体温補正生体電気インピーダンス値とステッ
プ５で入力された個人パラメータから既知の方法で被験
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者の体水分量を求める。以下では、この体温補正生体電
気インピーダンス値から求めた体水分量を体温補正体水
分量と称する（ステップ１３）。
【００２６】続いて、本判定装置１は、体温補正体水分
量と補助記憶装置６に記憶されている基準体水分量とを
比較して、ステップ１３で測定を行った時点における被
験者の脱水状態を判定する。例えば、この判定は基準体
水分量に対する補正体水分量の比率に応じて行われ、こ
の比率がほぼ１に等しいならば脱水状態は正常と判定さ
れて（ステップ１４）、脱水状態は良好である旨が表示
部３に表示され（ステップ１５）、この比率が小さいな
らば脱水状態は異常と判定されて（ステップ１４）、脱
水傾向にある旨が表示部３に表示される（ステップ１
６）。
【００２７】判定が終わると、本判定装置１は、時計回
路２２でマイクロコンピュータ２のＲＡＭに記憶されて
いる報知時刻の計測を開始し（ステップ１７）、ステッ
プ１１で説明したように、気温の測定を行う。そして、
この測定した気温とＲＡＭに記憶されている基準気温と
を比較し（ステップ１９）、測定した気温が一定温度以
上高くなっている場合には、ＲＡＭに記憶されている報
知時刻を更新して短くする（ステップ２０）。続いて、
本判定装置１は、時計回路２２で計測している報知時刻
が経過したかどうかを判定し（ステップ２１）、報知時
刻が経過しているならばブザー２３を鳴らして、脱水状
態の検査を行うよう被験者に注意を促す（ステップ２
２）。そして、再び測定モードになり、再び生体電気イ
ンピーダンス値および体温の測定を繰り返す。このよう
に、被験者は、適切なタイミングで脱水状態の検査を行
うよう繰り返し注意を促されるので、適切なタイミング
で忘れることなく確実に脱水状態を繰り返し検査して、
脱水症状を早期に確実に検出することができる（ステッ
プ１３）。
【００２８】一方、ステップ２１で報知時刻が経過して
いないならば、本判定装置１は、被験者により電源スイ
ッチ４Ａが押下されたか否かを判断する（ステップ２
３）。そして、電源スイッチ４Ａが押下されたならば、
本判定装置１は電源オフとなって作動を停止し、押下さ
れていないならば、再び気温の測定を繰り返す（ステッ
プ１８）。このように、報知時刻が経過するまで、ステ
ップ１８からステップ２３の処理が繰り返され、適宜、
気温の変動を考慮して報知時刻が決定され更新されるの
で、報知時刻はより適切な値となり、従って、より適切
なタイミングで脱水状態の検査を行うよう被験者に注意
を促すことができるようになる。
【００２９】以上、本発明に係る脱水状態判定装置の一
実施例について説明したが、本発明はこの実施例に限定
されるものではない。例えば、本実施例では、生体電気
インピーダンス値から求められる体水分量から脱水状態
を判定するが、体水分量以外に、例えば、細胞内液量、
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9
細胞外液量、これら液量の内のいずれか２つの比、細胞
内外液合成抵抗、細胞内液抵抗、細胞外液抵抗、これら
抵抗の内のいずれか２つの比等の生体電気インピーダン
ス値から求められる他の値から脱水状態を判定しても良
い。また、脱水症状になると生体電気インピーダンス値
が上昇するという脱水症状と生体電気インピーダンス値
との関係を用いて、生体電気インピーダンス値自体によ
り脱水状態を判定するようにしても良い。この場合に
は、生体電気インピーダンス値からの体水分量等の算出
が不要となるため、身長、体重、性別、年齢といった個
人パラメータの入力が不要となり、操作が簡易化される
こととなる。このように、本発明は、生体電気インピー
ダンス値に基づいて脱水状態を判定するものであり、こ
れは、前述したような生体電気インピーダンス値から求
められる体水分量等によって脱水状態を判定したり、生
体電気インピーダンス値自体から脱水状態を判定するこ
と等を含むものである。
【００３０】また、脈拍を測定する手段を設け、脱水症
状になると血液の粘土が上がるために脈拍が急激に上昇
するという脱水症状と脈拍との関係を用いて、生体電気
インピーダンス値に基づくのみならず脈拍に基づいて脱
水状態を判定するようにしても良く、或いは、脱水症状
になると体温が上がるという脱水症状と体温との関係を
用いて、生体電気インピーダンス値に基づくのみならず
体温に基づいて脱水状態を判定するようにしても良い。
更に、生体電気インピーダンス値、脈拍および体温の全
てに基づいて脱水状態を判定ようにしても良く、これら
により、より精度の高い脱水状態の判定が可能となる。
【００３１】また、本実施例では、単一周波数の測定電
流を用いて生体電気インピーダンス値を測定するが、複
数周波数の測定電流を用いて生体電気インピーダンス値
を測定するようにしても良い。この場合には、細胞内外
液比が測定可能であり、この値の算出には身長、体重、
性別、年齢といった個人パラメータは不要であり、ま
た、体温によって変動してしまう値ではないので、体水
分量の代わりに細胞内外液比に基づいて脱水状態を判定
するのが好ましい。
【００３２】また、湿度が高い場合には発汗量が増加し
脱水症状が起こり易くなるといったように、湿度も脱水
症状を引き起こす要因であるので、気温に加えて湿度を
測定する手段を更に設け、湿度の変動も考慮して報知時
刻を決定するようにしても良い。これにより、報知時刻
はより適切な値となる。
【００３３】また、本実施例では、運動の種類を行動レ
ベルとして入力するようにしているが、同一の運動の種
類であってもその運動の強度は個人間でかなり異なり、
運動の種類からではおおよその運動の強度しか決めるこ
とができないため、運動の種類の代わりに運動の強度を
直接入力するようにしても良い。これによっても、報知
時刻はより適切な値となる。 *
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*【００３４】また、本実施例では、体温を測定し、測定
した体温を考慮して生体電気インピーダンス値に基づく
脱水状態の判定を行うようにしているが、体温の代わり
に、例えば体表面温度を測定し、測定した体表面温度を
考慮して生体電気インピーダンス値に基づく脱水状態の
判定を行うようにしても良い。
【００３５】また、本実施例では、ブザーにより被験者
に測定を行うよう注意を促すが、例えばランプや振動に
よって注意を促すようにしても良い。
【００３６】また、外部入出力インターフェイスによ
り、他のコンピュータに、本判定装置で取得された測定
結果および判定結果に関するデータを送信し、他のコン
ピュータにおいて、１日の対水分量の推移をコンピュー
タ上にグラフ表示する等のデータ処理を行うようにして
も良い。
【００３７】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の脱水状態
判定装置によるならば、報知時刻にブザーを鳴らして測
定を行うよう被験者に注意を促すので、被験者は適切な
タイミングで忘れることなく確実に脱水状態を検査する
ことができる。
【００３８】また、報知時刻は、年齢、行動レベル、気
温等の脱水症状を引き起こす要因に応じて決定されるの
で、被験者はより適切なタイミングで脱水状態を検査す
ることができる。
【００３９】また、本発明の脱水状態判定装置は体温測
定するための体温センサを備え、体温に基づいて生体電
気インピーダンスの測定値を補正し、この補正した生体
電気インピーダンス値に基づいて脱水状態の判定を行う
といったように、体温を考慮して生体電気インピーダン
ス値に基づいて脱水状態を判定するものであるので、脱
水状態はより正確に判定され、被験者は脱水状態を正確
に検査することができる。
【００４０】結果、脱水症状は早期に確実に検出可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る脱水状態判定装置の一実施例の構
成を示すブロック図である。
【図２】図１に示した脱水状態判定装置の外観を示す斜
視図である。
【図３】図１に示した脱水状態判定装置の動作フローを
示すフローチャートである。
【図４】図１に示した脱水状態判定装置で判定する時の
手の配置を示す斜視図である。
【符号の説明】
１    脱水状態判定装置
２    マイクロコンピュータ
３    表示部
４    キースイッチ
４Ａ  電源スイッチ
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４Ｂ  ＵＰキー
４Ｃ  ＤＯＷＮキー
４Ｄ  設定キー
４Ｅ  測定キー
５    外部入出力インターフェイス
６    補助記憶装置
７    フィルタ回路
８    交流電流出力回路
９    基準抵抗
１０、１１  測定電流供給電極 *
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*１２、１５  差動増幅器
１３、１４  電位測定電極
１６  温度センサ
１７、１９  増幅器
１８  体温センサ
２０  切替器
２１  Ａ／Ｄ変換器
２２  時計回路
２３  ブザー

【図１】

【図２】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种脱水状态判断装置，其能够在适当的时机可靠且
准确地检查脱水状况，而不会忘记脱水状况并在早期检测到脱水状况。 
解决方案：阻抗测量装置，用于向对象的身体施加交流电以测量生物电
阻抗值，并根据所测得的生物电阻抗值确定用于确定对象的脱水状态的
脱水状态 装置，用于显示所确定的脱水状态的确定结果显示装置，用于
确定通知时间的通知时间确定装置，以及用于在所确定的通知时间通知
对象的通知装置 一种确定脱水状态的装置，其特征在于：
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